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自動車事故報告書等の取扱要領

１ 自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号。以下「規則」という。）第２

条第１１号に規定する「自動車の装置の故障（以下単に「故障」という。）により、自

動車が運行できなくなったもの」とは、次に掲げるものをいう。

イ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、運行を再開することが

できなかったもの

ロ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、乗務員以外の者の修理

等により運行を再開したもの

２ 規則第２条第１５号の｢指示｣は、地方運輸局長（沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。）

又は運輸支局長（神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局陸運事務所長を含む。以下同じ。）

を通じて行うものとする。

３ 報告書の提出

運輸支局長は、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事

業者を除く。）、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者（主として指

定都道府県等（道路運送法施行令（昭和二十六年政令第二百五十号）第四条第一項の指

定都道府県等をいう。）の区域内において自家用有償旅客運送を行う者を除く。）並びに

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条に規定する整備管理者を選任し

なければならない自家用自動車の使用者（以下「事業者等」という。）に規則第２条の

事故があった場合は、規則第３条の自動車事故報告書（以下「報告書」という。）を事

故があった日（同条第１０号に掲げる事故にあっては事業者等が当該救護義務違反があ

ったことを知った日、同条第１５号に掲げる事故にあっては当該指示があった日。以下

同じ。）から３０日以内に提出させること。ただし、事故の規模が大きいと判断される

場合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該事故があった日から３
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０日以内であっても報告を督促することができる。

４ 報告書の受理

（１）運輸支局長は、事業者等より規則第３条の報告書の提出があったときは、当該報

告書について記載事項の記入洩れの有無等の確認を行った後、これを受理すること。

（２）規則第３条に基づき、整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用

者に報告書を提出させるのは、整備管理に起因する事故を把握するためであるので、

事故の原因その他の欄の記載については、その点に留意して指導すること。

５ 報告書の進達

（１）地方運輸局長への進達

運輸支局長は、報告書を受理した場合、１通を控とし、２通を報告書を受理した

日から１５日以内に地方運輸局長に進達すること。

ただし、運輸支局長は、規則第２条第９号に規定する事故（脳疾患、心臓疾患及

び意識喪失に限る。）の報告書を受理した場合にあっては、速やかに地方運輸局長

に進達すること。

（２）国土交通大臣への進達

地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書を１通を控とし、１通を報

告書を受理した日から１０日以内に国土交通大臣に進達すること。

ただし、地方運輸局長は、規則第２条第９号に規定する事故（脳疾患、心臓疾患

及び意識喪失に限る。）の報告書を受理した場合にあっては、速やかに国土交通大

臣に進達すること。

なお、地方運輸局長は、必要があると認めた場合は、当該事故に対する意見、当

該事故に基づいて実施した又は実施予定の事故防止対策を添えて報告すること。

６ 報告書の集計

（１）地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書の集計及び報告については、

別に定める方法によりこれを実施すること。

（２）地方運輸局長は、前項の集計結果を事業者等の関係者への指導、監督等に活用し、

事故防止を図ること。

７ 報告書の保管

地方運輸局長及び運輸支局長（以下｢地方運輸局長等｣という。）は、報告書を３年間

保管すること。

８ 速報

（１）規則第４条の｢指示｣は、地方運輸局長又は運輸支局長を通じて行うものとする。

（２）地方運輸局長等は、規則第４条及び「自動車運送事業者等が引き起こした社会的

影響が大きい事故の速報に関する告示」（平成２１年１１月２０日国土交通省告示

第１２２４号。以下「告示」という。）の規定に基づく速報（以下｢速報｣という。）

のほか、事故の規模が大きいと判断される場合又は事故の社会的影響が大きいと判

断される場合には、当該事故の概要について直ちに国土交通大臣に対し報告するこ

と。
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（３）地方運輸局長等は、速報の受理、報告その他の取扱いに関する体制を整備し、当

該取扱いについて関係職員に対し周知徹底しておくこと。

９ 実地調査

地方運輸局長等は、速報又は報告書の提出を受けた事故について、被害が著しく大き

い場合、社会的影響が大きいと判断される場合、速報又は報告書の内容に不明確な点が

ある場合など調査を行う必要があると認めたときは、別表１の事故実地調査要領を参考

に実地調査を行うこと。この場合には、実地調査の結果は当該報告書に添付して進達す

ること。

１０ 事故警報

地方運輸局長は、類似の事故で被害の著しく大きい事故が発生するおそれがあると判

断されるとき、又は地理的、季節的条件等の誘因により事故が頻発するおそれがあると

判断されるときは、速やかに、規則第５条の規定により、事故防止対策を定め、事業者

等にこれを周知させること。

また、地方運輸局長は、事故警報を発令したときは、速やかにその内容を国土交通大

臣に報告するとともに、他の地方運輸局長に通報すること。

１１ 運転者の健康状態に起因する事故

規則第２条第９号に該当する事故が発生した場合には、別表２に掲げる調査事項を調

査のうえ提出させるよう事業者等を指導すること。また、「推定原因」に事故の原因と

して疑われる疾病名を明記させるように指導すること。

ただし、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合に

は、規則第４条第１項の規定に準じ、速報させるよう事業者等を指導すること。

睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故においては、規則第

２条第９号に該当する事故として報告させるよう事業者等を指導すること。「睡眠時無

呼吸症候群が疑われる」とは、過去に同疾病と診断されたことがあり治っていないもの、

又は「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル」（平成２７年８

月国土交通省自動車局）に記載のＳＡＳの症状があるものをいう。

１２ 車両故障に起因する事故

（１）運輸支局長は、規則第３条第２項の添付書面（タイヤのパンク、バッテリー不具

合及び灯火装置の不点灯（ヒューズ切れを含む。）の場合は添付を要しない。）等は

別表３によるよう事業者等を指導すること。また、必要に応じて、事業者等に対し

自動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付させるよう指導すること。

（２）地方運輸局長は、規則第２条第１１号又は第１２号に該当する事故で、被害が大

きい場合又は社会的影響が大きいと判断される場合には、次の事項を直ちに自動車

局長に報告すること。また、この場合において、地方運輸局長は類似の事故が発生

するおそれがあると認めるときは、事故発生防止対策の迅速化を図るため、自動車

局長に報告した事項を他の地方運輸局長に適当な方法により、速やかに通報するこ

と。

① 当該事故の概要及び原因

② 当該自動車の車名、型式、初度登録年又は初度検査年、車体の形状及び自動車
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検査証の有効期間

③ 別表１中第４第４項の事項

なお、運輸支局長は、車両故障に起因する事故が発生した場合において、当該報

告者から破損又は脱落した部品の提供があった場合には、調査の必要に応じ当該部

品を地方運輸局長に送付すること。

地方運輸局長は、当該部品についてさらに調査の必要があると認めた場合には、

当該部品を自動車局長に送付すること。

１３ 報告書の提出漏れ及び速報洩れの防止

（１）地方運輸局長等は、監査、研修、運行管理者及び整備管理者の選任等の届出の受

理の際等、機会あるごとに、規則第３条の規定による報告書の提出並びに規則第４

条及び告示の規定による速報が確実になされるよう事業者等を指導すること。

（２）自動車運送事業用自動車が死亡事故及び重傷事故を引き起こした場合には、警察

庁との協議により、警視総監又は道府県警察本部長から運輸支局長あて次の様式に

より通報されることとなっているので、報告書の提出漏れ及び速報洩れの防止を図

るため相互に密接な情報交換を行うこと。

事業用自動車の死亡、重傷事故

発生年月日 事業者名（甲） 事業者名（乙） 警察署名

附 則（令和４年３月２３日付け国自安第１８１号、国自整第２９６号）

改正後の通達は、令和４年４月１日から施行する。
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別表 1 事 故実地調査要領

第1一般事項

1事故の種類

2事故発生年月日、H寺刻

3天候（当日、前日及び前々日）

4事故の発生場所（路線名、道路名、営業所等からのキロ程）

5車両の使用者（氏名又は名称、営業所名、事業の種類）

6自動車の使用の本拠の位置

7乗務員（氏名、年令、経験年数、勤続年数）

（1）運転者の過去3年間の事故・違反歴

（2）当該路線に対する経験の程度

（3）運転者の健康診断の受診状況及び診断結果による対応状況

（4）運転適‘性診断の受診状況

（5）最近4週間の勤務状況

8事業者（所在地、代表者名、保有車両数、主要業務）

9運行管理者（氏名、職名、選任届出年月日、資格者証番号、職務の執行状

況）

第2自動車の概要

1登録番号

2登録年 月日

3初度登 録年 月

4自 動車 の種別、用途

5車体の形状

6車名及び型式

7車台番 号

8長さ、幅及び高さ

9原動機の型式

10燃料の種類’

11原動機の総排気量又は定格出力

12乗車定員又は最大積載量（事故当時の乗車人員又は積載量を含む｡）

13車両重量及び車両総重量（事故当時の車両総重量を含む｡）

14道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第55条又は第56

条の規定により基準の緩和をした自動車にあっては、その内容（緩和事項緩
和制限事項）

15道路交通法第57条第1項に許可が必要な自動車にあっては、許可の取得
状況及びその内容（許可条件等）

16道路法第47条の2第1項の許可が必要な自動車にあっては、許可の取得
状況及びその内容（許可条件等）

17規則第2条第3号に掲げる物品を運送するものにあっては、積載物品名、
積載物品種別及び積載容量等

第 3損害

1死者、負傷者の数及びその状況

2物的損害の額とその状況
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第 時の状況

路等の状態

幅員及び車線数

走行、追越車線の別

勾配（平坦・上り．下り）の別及びその度合

形態（直線・右曲り・左曲り・交差・つづら折り）の別

路面の状態（乾・湿・積雪・氷結）の別
環境（地帯）

橋、トンネル等の場合は、その構造（長さ、高さ）及び通行制限の内容

4当時の状況

1道路等の状態

（1）幅員及び車線数

（2）走行、追越車線の別

（3）勾配（平坦・上り．下り）の別及びその度合

（4）形態（直線・右曲り・左曲り・交差・つづら

（5）路面の状態（乾・湿・積雪・氷結）の別
（6）環境（地帯）

（7）橋、トンネル等の場合は、その構造（長さ、i

2転落箇 所の状況

（1）路肩の状況

（2）落差

（3）水深

（4）傾斜の有無

（5）落下位置及び落下の状況

（6）路肩危険箇所としての指定報告の有無

（7）ガードレール等の設置の有無

3踏切の状況

（1）線路の名称

（2）踏切の名称

（3）種別

（4）踏切道の幅員

（5）路面の状況

（6）構造

（7）踏切前後の道路幅員

（8）勾配（平坦・上り．下り）の別及びその度合

（9）見透し

（10）線路数

（11）交角度

（12）車掌の降車誘導の有無

4車両故障に起因する場合の状況

（1）使用開始後の総走行キロ数

（2）破損又は脱落した部品の状況

（ア）当該部品及び破損部位の名称（この場合、前後左右の別のあるときは、

前進方向に向かつて前後左右の別）

（イ）当該部品を取付けてからの事故発生までの走行キロ数

（ウ）刻印、部品番号及びその位置

（エ）当該部品の製作者（製作者不明の場合は販売者）氏名又は名称及び住
所

（オ）当該部品の破損又は脱落の状況を示す写真若しくはスケッチ

（3）点検整備及び改造の状況

（ア）日常点検の実施状況

（イ）当該部品を含む装置の最近における定期点検整備及び臨時整備の施行
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年月日、施行工場名及び内容

（ウ）破損又は脱落した部品の探傷の有無

（エ）点検整備の記録状況

（オ）改造の施行年月日、施行工場名及び内容

（4）その他

（ア）当該部品の破損又は脱落の原因に関する

（イ）同一型式の他の自動車の部品について類

及びその発生状況

一（ウ）整備管理者の氏名、職名､選任届出年月

5運行の状況

（1）定期ダイヤ・臨時ダイヤ

（2）運転者の本務・臨時の別

（3）担当車・予備車の別

（4）その日の就業開始後の経過時間

（5）運行計画及び運行状況

（6）交替運転者の配置状況

6 事故現場付近の状況

（1）当時の交通量

（2）附近の警戒標識設置の有無

（3）道路上の障害物の有無とその状況

（4）附近における過去の事故発生事実の有無

（5）制限速度

（6）危険認知時の速度

（7）危険認知時の距離

（8）スリップ距離

7その他

（1）非常口の使用状況

（2）消火器の使用状況

（3）自動車からの脱出状況

第5処置

1死傷者の防護（救急）処置

2車両の処置

3乗務員の と っ た 措 置 状 況

第6保険

任意保険（対人、対物、その他）の加入状況

第7意見

1乗務員の 事故に対する意見

2事業者の 事 故 に 対 す る 意 見

第8事故原因

1警察当局の推定事故原因

2調査担当者の推定事故原因

第9見取図

事故現場附近の見取図

原因に関する考察

品について類似の亀裂、折損、磨耗の有無

届出年月日及び職務の執行状況
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別表2運転者の健康状態に起因する事故の調査事項

1．事業者

（1）氏名又は名称及び住所

（2）営業所の名称及び住所

（3）事業の種類

（4）営業所の運転者数及び車両数

2．事故等の概要

（1）発生年月日

（2）発生場所

（3）道路の状況

①道路名

②幅員

③勾配

④道路の形態等

（4）車両

①登録番号

②車名

③型式

④年式

（5）運転者

①氏名

②年齢

③経験年数

④採用年月日

⑤選任年月日

（6）事故等の状況（6）事故等の状況（当日の運行状況及び車両停止に至った状況を含む）

（7）損害

（8）推定原因

（9）事故処理の状況

3．当該運転者に関する事項

（1）健康状態の把握状況

①健康診断の受診状況

②要注意事項精密診断（検査）の状祝

③加療の状況
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（2）勤務等の状況

①最近1ヶ月間の勤務状況

②乗務調整等勤務上の配慮の状況

（3）当日の点呼執行者及び関係者の所見等

4．当該事業者所属運転者に係る事項

（1）健康管理の指導状況

（2）健康上の要注意者の状況

（3）健康上の要注意者に対する管理状況

（4）健康上要注意者の勤務における配慮の状況

5．当該事業者における健康状態に起因する事故防止対策の現状と今後の改善

6．当該事業者における同種事故の発生状況（過去3年間）

－9－



別表３ 車両故障事故報告書添付票 
自 動 車 検 査 証 
の 有 効 期 間 

年  月  日まで   

使 用 開 始 後 の 
総 走 行 距 離 

km
内 容  

施 行 期 日   年  月  日     

 
 

最近における 
大規模な改造 

施 行 者  

破 損 又 は 脱 落 部 品 名  

同 上 部 品 の 名 称 
 前  後 

左  右 

当 該 部 品 を 取 付 け て か ら 
事 故 発 生 ま で の 走 行 キ ロ km

年 月 日  

年 月 日  当 該 部 品 を 含 む 装 置 の 
整 備 及 び 改 造 の 状 況 

年 月 日  

破損又は脱落の状況 
 

（略図又は写真） 

 

当 該 部 品 の 製 作 者 （ 不 明 
の 場 合 は 販 売 者 ） の 氏 名 
又は名称及び住所 

 

疲 労 又 は 急 進 破 損 の 別  

材 質 、 加 工 、 設 計 当 に 対 
する意見 
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天　　候

別記様式（第３条関係） （表）

自　動　車　事　故　報　告　書

３雨 ４雪

　　国土交通大臣　　　　　　　　殿

☆発生日時

住　　所

電話番号

６その他 　☆
　路線名
　又　は
　道路名

年　　　月　　　日　　　　時　　分

都道
府県

５霧

（日本工業規格Ａ列４番）

 ※備　　　考

☆◆現場の略図（道路上の事故の場合には車線の区分を明らかにして図示すること。）

 ☆当時の処置

　　　　年　　　　月　　　　日　提出　

☆発生場所

　☆当該自動車の使用の本拠の名称及び位置
　　☆自動車登録番号
　　　又は車両番号

☆当時の状況

　　　　道　　線

 ☆再発防止
   対    策

自動車の使用者の氏名又は名称

区市
郡

区町
村

番地

１晴れ ２曇

 ☆事故の原因



　４車輪（タイヤを除く）

　18ばい煙等の発散防止装置
　19灯火装置及び指示装置

　22視野を確保する装置（後写鏡、窓ふき器等）

　27その他

（交替後の乗務時間及び乗務距離）

　　　　　ハその他）

（裏）

☆乗務開始から事故発生まで
　の乗務時間及び乗務距離

ｍ　　　

ｍ　　　

4 5

転
　
落

救
護
違
反

自動車の
運転を職
業とする
者にあっ
ては勤務
状況

本務・臨時の別

※再発防止対策

安全性優良事業所
の認定（貨物のみ）

　　　１有 ２無

運送形態 　　　１下請運送
※事業者番号

☆荷送人の氏
名又は名称及
び住所

（うち乗客　　　　　　人）

（うち乗客　　　　　　人）

◆重傷

軽傷

人

人

☆荷受人の氏
名又は名称及
び住所

　　２その他

☆運送契約の相
手方の氏名又は
名称、住所等
(貸切旅客のみ)

事
　
故
　
の
　
種
　
類

区　分

☆発生の順

転
　
覆

衝突等
の状態

1

　１正面衝突

2

　４接触

15

健
康
起
因

衝
　
突

危
険
物
等

車
両
故
障

そ
の
他

飲
　
酒

☆転落の状態

12138 9 10 14

交
通
障
害

種　別

　２側面衝突

　　落差　　　　　　　　　ｍ　　水深　　　　　　　　ｍ

☆初度登録年又
　は初度検査年

　３追突

６冷凍、冷蔵品

１土砂等

　１乗合旅客 　２貸切旅客

　３その他
　１有償貸渡し（レンタカー）
　２有償旅客運送

　５物件衝突

４生コンクリート

積
載
危
険
物
等

　３乗用旅客 　４特定旅客
　５一般貨物（イ特別積合せ貨物　ロその他）
　６特定貨物 　７特定第二種

☆品名及び積載量又は
　放射能の量

貨物の内容

２長大物品等

５危険物等

☆車体の形状☆型　式☆車　名

　　☆　当　時　の　積　載　量

　　☆　乗車定員　　 　 　　　　　人

 　 ☆　最 大 積 載 量

保安基準の緩和

　１有 　２無制限外許可

kg

kg

kg

　１普通 　２小型 　３その他

　　☆　当時の乗車定員　　 　　 　人

kg

許可等の
取得状況

　２無
　１有 　２無

制限外許可
特殊車両通行許可
保安基準の緩和

　１有 　２無

　１有

　１道路（イ高速自動車国道　　ロ自動車専用道路等

　７可燃物
品名　　　　　（　　　　　）kg、l
　　　　　　　（　　　　　）　　Bq

　２無
　１有 　２無

３コンテナ

特殊車両通行許可

　２その他の場所

７原木、製材

　２無

　１有

　１危険物 　２火薬類
　４核 　５ＲＩ

イエローカードの携行状況 　１有

運搬の
有無

種　類
　３高圧ガス

　６毒劇物

　２無

ｍ　　　

こ　う　配 　１　平たん 　２　上り 　３　下り

　３左曲り
　４交差 　５つづら折り
　１直線 　２右曲り

☆　危険認知時の速度

☆　危険認知時の距離

☆　スリップ距離

　１左側通行

当該自動車の事故時
の走行等の態様

km/h　　　

　１直進（加速）　２直進（減速）　３直進（定速）
　４後退 　５追越 　６右折
　７左折 　８駐車 　９停車
　10転回 　11合流 　12その他

　６交差点 　７バス停留所
　８トンネル 　９その他

　１車道 　２歩道 　３横断歩道
　４路側帯 　５路肩

　７車の直前横断 　８斜横断

　３信号無視 　４車道通行
　５歩道通行 　６横断歩道歩行

車両の故障に
起因する場合
には故障箇所

　11路上作業 　12路上遊戯
　13乗降中 　14安全地帯

　26運行記録計

　20反射器 　21警音器

　10燃料装置 　11電気装置

　16窓ガラス

　24消火器　23計器（速度計、走行距離計等）

　８制動装置　９緩衝装置

　17騒音防止装置

　12車枠及び車体
　13連結装置 　14乗車装置 　15物品積載装置

　２右側通行

　７操縦装置

　15自転車運転

道路上での事故の
場合には事故発生
地点

　３動力伝達装置
　１原動機（速度抑制装置を除く）　２速度抑制装置

　５タイヤ

　16その他

　　死傷事故の
　　場合には
　　死傷者の状態

　１有

当
　
時
　
の
　
状
　
況

　☆氏　　　　名
　☆年　　　　齢
　☆経　験　年　数

運

転

者

　６車軸

　25内圧容器及びその附属装置

　９飛び出し 　10酩酊

８引越 ９その他

勤務日数　　　　　　　　　　日

乗務距離　　　　　　　　　　km

☆最近出勤しなかった
　日から事故日までの
　勤務日数及び乗務距
　離の合計

　１死亡 　２重傷 　３軽傷

　１着用 　２非着用

才　　
年　　　　　　　　　　月　　

　１本務 　２臨時

日
☆事故日以前１ヶ月間に
　出勤しなかった日数

　１有 　２無

km
時間

　３非装備

☆　交替運転者の
　　配置

時間　 km　
（過去３年間の事故件数）
（最近の事故年月日）

件　
年　　月　　日　

（過去３年間の違反件数）

（適性診断受診場所）

☆　過去３年間の道路
　　交通法の違反の状
況

件　
（最近の違反年月日） 年　　月　　日　

（最近の受診年月日） 年　　月　　日　
　１有

　　本務・臨時の別 　１本務

　　損害の程度

　　シートベルトの
　　着用状況

　１死亡 　２重傷

　２無

　３軽傷

　３非装備

　２臨時

（最近の受診年月日） 年　　月　　日　
☆　最近の健康診断
　　の受診年月日

（うち乗客　　　　　　人）

氏　　名

運行管理者
資格者証番号

◆死亡 人

　☆損害の程度

　　　　　　　km/h

　２湿

車
掌

◆
　
乗
　
　
　
　
　
　
務
　
　
　
　
　
　
員

　　損害の程度

　　シートベルト
　　の着用状況

☆　過去３年間の
　　事故の状況

☆　過去３年間の
　　適性診断の受診状
況

運行管理者

　３その他

警戒標識
の設置

☆　当該道路の
　　制限速度

☆
◆
運
行
管
理
者

　１着用 　２非着用

統括運行管理者

事業用

自家用

道
　
路
　
等
　
の
　
状
　
況

当
　
該
　
自
　
動
　
車
　
の
　
概
　
要

踏切の
状　態

☆道路の
　幅　員

道路の
形　態

種　類

許可等の
必要性

路面の状態

◆
営
業
所
及
び
運
行
等
の
状
況

　１遮断機付き 　２警報機付き

　３積雪 　４氷結
　１有
　２無

☆当 時 の
　運行計画

（発地・経由地・着地）

　１乾

3

路
外
逸
脱

火
　
災

踏
　
切

6 7

死
　
傷

11

車
　
内



 (注)
(1)　☆印欄は、具体的に記入すること。ただし、不明の場合は該当欄に「不明」と記入し、記入の要のない場合は該当欄に斜線を引く
　　 こと。
　　　 なお、欄内に記入し得ないときは、別紙に記入し、これを添付すること。
(2)　※印欄は、記入しないこと。
(3)　☆印欄及び※印欄以外の欄は、該当する事項を○で囲むこと。
(4)　◆印欄は、事故が第２条第11号又は第12号のみに該当する場合には、記入を要しない。
(5)　時刻の記入は、24時間制によること。
(6)　「区分」の記入は、次の区分によること。
　 １　転覆　当該自動車が道路上において路面と35度以上傾斜したとき。
　 ２　転落　当該自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき。
　 ３　路外逸脱　当該自動車の車輪が道路（車道と歩道の区分がある場合は、車道）外に逸脱した場合で、「転落」以外のとき。
　 ４　火災　当該自動車又は積載物品に火災が生じたとき。
　 ５　踏切　当該自動車が踏切において、鉄道車両と衝突し、又は接触したとき。
　 ６　衝突　当該自動車が鉄道車両、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、荷牛馬車、家屋その他の物件に衝突し、又は接触した
　　　 とき。
　 ７　死傷　死傷者を生じたとき（９に該当する場合を除く。）
　 ８　危険物等　第２条第５号又は第６号に該当する事故
　 ９　車内　操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により、旅客（乗降する際の旅客を含む。）を死傷させたとき。
　 10　飲酒等　第２条第８号に該当する事故
　 11　健康起因　第２条第９号に該当する事故
　 12　救護違反　第２条第10号に該当する事故
　 13　車両故障　第２条第11号又は第12号に該当する事故
　 14  交通障害　第２条第13号又は第14号に該当する事故
　 15　その他　　１から14までに該当しないとき。
(7)　２種類以上の事故が生じたときには、「発生の順」の欄に発生の順に番号を記入すること。
(8)　「転落の状態」の欄の「落差」は、路面から落下地点までの垂直距離とする。
　　 ただし、水中に転落した場合で水深を記入する必要がある場合には、路面から水面までの垂直距離とする。
(9)　「車体の形状」の欄は、道路運送車両法第58条の自動車検査証に記載されている車体の形状を記入すること。
(10)　「積載危険物等」とは、次に掲げるものであって事故当時に当該自動車に積載していたものをいう。
　　１　危険物　消防法第２条第７項に規定する危険物
　　２　火薬類　火薬類取締法第２条第１項に規定する火薬類
　　３　高圧ガス　高圧ガス保安法第２条に規定する高圧ガス
　　４　核　原子力基本法第３条第２号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物
　　５　ＲＩ　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第２条第２項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染さ
　　　　れた物
　　６　毒劇物　シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物
　　７　可燃物　道路運送車両の保安基準第47条第１項第３号に規定する品名の可燃物
(11)　「許可等の必要性」及び「許可等の取得状況」の欄は、当該自動車の運行について次の許可等の必要性の有無及びその取得状況に
　　　該当するものを○で囲むこと。
　　１　制限外許可　道路交通法（昭和35年法律第105号）第57条の規定による許可
　　２　特殊車両通行許可　道路法（昭和27年法律第180号）第47条の２の規定による許可
　　３　保安基準の緩和　道路運送車両の保安基準第55条の規定による基準の緩和であって、道路運送車両の保安基準第２条第１項、第
　　　　４条及び第４条の２に係るもの
(12)　「イエローカード」とは、当該積載危険物等の取扱方法を記載した書類をいう。
(13)　「種類」の欄の「ロ　自動車専用道路等」は、自動車専用道路及び道路運送法による自動車道とし、「２　その他の場所」は、構
　　　内、営業所等一般交通の用に供しない場所とする。
(14)　「道路の幅員」は、路肩部分を含む道路（車道と歩道の区別がある場合は、車道）の総幅員とする。
(15)　「道路の形態」の欄の「交差」は、当該自動車前方30メートル以内に交差点があった場合とする。
(16)　「運行計画」には、運行管理者が与えた指示を含むものとする。
(17)　「運送契約の相手方の氏名又は名称、住所等」の欄は、事故を引き起こした当該一般貸切旅客自動車運送事業者と運送契約を締結
　　した者の氏名又は名称及び住所を記載すること。運送契約の相手方が旅行業法(昭和27年法律第239号）第３条の規定による旅行業
　　又は旅行業者代理業の登録を受けている者（以下「旅行業者等」という。）である場合には、氏名又は名称及び住所のほか、旅行
　　業者等の登録番号を記載すること。
(18)　「安全性優良事業所の認定」とは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認
　　　められる貨物自動車運送事業者の営業所に対して行う認定をいう。
(19)　「下請運送」とは、貨物自動車運送事業者からの運送の依頼により行う貨物運送をいう。
(20)　「荷送人の氏名又は名称及び住所」の欄は、事故を引き起こした当該貨物自動車運送事業者と運送契約を締結した荷送人のほか、
　　　事故の際に運送していた貨物に関して当該荷送人と運送契約を締結した者等の当該貨物の運送に関して運送契約を締結した全ての
　　　者を記載すること。
(21)　「運送形態」の欄の「２その他」に該当し、かつ、当該運送が特別積合せ運送である場合には「荷送人の氏名又は名称及び住所」
　　　及び「荷受人の氏名又は名称及び住所」の欄は、記入を要しない。
(22)　「過去３年間の事故の状況」の欄は、当該運転者が引き起こした道路交通法第67条第２項の交通事故に関して記入する。
(23)　「過去３年間の適性診断の受診状況」の欄は、当該運転者の過去３年間の運転適性診断の受診の有無について、該当する事項を○
　　　で囲むこと。また、「適性診断受診場所」は、「最近の受診年月日」に受診した受診場所（又は受診機関）を具体的に記入するこ
　　　と。
(24)　「最近の健康診断の受診年月日」の欄は、第２条第９号に該当する事故を引き起こした当該運転者が受診した労働安全衛生法第66
　　　条に規定する健康診断の最近の受診年月日を記入すること。
(25)　「運行管理者」は、事故について最も責任のあると考えられる運行管理者のことである。
(26)　「統括運行管理者」とは、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）第48条の２第１項又は貨物自動車運送事業輸
　　　送安全規則（平成２年運輸省令第22号）第21条第１項に規定する業務を統括する運行管理者をいう。
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受信者：関東運輸局自動車技術安全部保安・環境課
受 付：平成 年 月 日 時 分

自動車技術安全部長国土交通省安全政策課 関東運輸局長 関東運輸局次長
配布先

自動車技術安全部次長 自 動 車 交 通 部 旅 客 自動車交通部貨物総 務 部 長

鉄 道 部 運輸局 運輸支局自 動 車 監 査 指 導 部

日 時 平成 年 月 日（ ） 時 分 天候： 道路名：

場 所 ． kp

そ の 他種 類 転 覆 転 落 路外逸脱 火 災 踏 切 衝 突 車 内 死 傷

損 害 死 者： 人 重傷者： 人 軽傷者： 人 車両の損害： 破( )

業 態 等 車名・型式・年式
事 事 業 者 名（

故
当
事 年齢 才 定 員 当時：
者 登 録 番 号 運転者 ・

）

経験 年 積載量 最大：

業 態 等 車名・型式・年式
事 事 業 者 名（

故
当
事 年齢 才 定 員 当時：
者 登 録 番 号 運転者 ・

）

経験 年 積載量 最大：

路肩危険指定幅 員 勾 配 直・曲の別 路 面 の 状 態 車両制限令の指定
道路

平 上 下 直 右 左 交 乾 湿 凍 積雪 有
ｍ 坦 り り 線 曲 曲 差 燥 潤 結 ( cm) 無

追 越 ・ 行 違 ・ 退 避 ・ 単 独 正 立 ・ 横 転（乗降口：上 ･ 下）・ 逆 転
転落

落差： ｍ 場所： 水 深： ｍ 傾 斜： 度

踏切 種別：第 種 幅員： ｍ 見通し： ｍ 勾配： 制限等：

一般事項 危険認知速度： km/h 当該道路の制限速度： km/h 危険認知距離： ｍ

所 在 地： 営 業 所 名：
事業者 営業所

代表者名： 配置車両数： 両

事 故 状 況 （多重衝突事故等の場合は、現場略図等を別紙に記載すること。）

主な調査 推定原因
指示及び
再発防止 空欄は、現在調査中。
対策指示 備 考
等



新 旧
地車第４４号 地車第４４号
地備第５７号 地備第５７号

平成元年３月２９日 平成元年３月２９日
改正：自環第２８４号 改正：自環第２８４号

自整第２２９号 自整第２２９号
平成８年１２月２０日 平成８年１２月２０日
改正：国自総第９号 改正：国自総第９号

国自整第７号 国自整第７号
平成１３年４月２０日 平成１３年４月２０日

改正：国自総第５１２号 改正：国自総第５１２号
国自整第２１２号 国自整第２１２号

平成１５年３月１１日 平成１５年３月１１日
改正：国自総第４４１号 改正：国自総第４４１号

国自整第１５２号 国自整第１５２号
平成１７年２月１日 平成１７年２月１日

改正：国自総第１７号 改正：国自総第１７号
国自整第 ６号 国自整第 ６号

平成１８年４月１４日 平成１８年４月１４日
改正：国自総第３３８号 改正：国自総第３３８号

国自整第 ９７号 国自整第 ９７号
平成１８年１０月６日 平成１８年１０月６日

改正：国自安第１１５号 改正：国自安第１１５号
国自整第 ８９号 国自整第 ８９号

平成２１年１１月２０日 平成２１年１１月２０日
改正：国自安第２４６号 改正：国自安第２４６号

国自整第３４２号 国自整第３４２号
平成２７年３月２３日 平成２７年３月２３日
改正：国自安第１７号 最終改正：国自安第１７号

国自整第４０号 国自整第４０号
平成２７年５月１８日 平成２７年５月１８日

最終改正：国自安第１８１号
国自整第２９６号

令和４年３月２３日

各地方運輸局長 殿 各地方運輸局長 殿
沖縄総合事務局長 殿 沖縄総合事務局長 殿

別添

－1－

令和4年3月23日一部改正



自動車局長 自動車局長

自動車事故報告書等の取扱要領 自動車事故報告書等の取扱要領

１～１０ （略） １～１０ （略）

１１ 運転者の健康状態に起因する事故 １１ 運転者の健康状態に起因する事故
規則第２条第９号に該当する事故が発生した場合には、別表 規則第２条第９号に該当する事故が発生した場合には、別表

２に掲げる調査事項を調査のうえ提出させるよう事業者等を指 ２に掲げる調査事項を調査のうえ提出させるよう事業者等を指
導すること。また、「推定原因」に事故の原因として疑われる 導すること。
疾病名を明記させるように指導すること。
ただし、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われ ただし、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われ

る事故が発生した場合には、規則第４条第１項の規定に準じ、 る事故が発生した場合には、規則第４条第１項の規定に準じ、
速報させるよう事業者等を指導すること。 速報させるよう事業者等を指導すること。
睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う

事故においては、規則第２条第９号に該当する事故として報告
させるよう事業者等を指導すること。「睡眠時無呼吸症候群が
疑われる」とは、過去に同疾病と診断されたことがあり治って
いないもの、又は「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症
候群対策マニュアル」（平成２７年８月国土交通省自動車局）
に記載のＳＡＳの症状があるものをいう。

１２～１３ （略） １２～１３ （略）

附 則（令和４年３月２３日付け国自安第１８１号、国自整第２９
６号）
改正後の通達は、令和４年４月１日から施行する。

別 表１ （略） 別 表１ （略）
別 表２ （略） 別 表２ （略）
別 表３ （略） 別 表３ （略）

－2－

令和4年3月23日一部改正



別紙

国自安第17号の

国自整第40号の

平成27年5月18

ｎ
乙
向
乙
口
Ｈ

公 益社 団法人日本バス協会会長殿

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長殿

一般社団法人全国個人タクシー協会会長殿

一般財団法人全国福祉輸送サービス協会会長殿

一般社団法人全国自家用自動車協会会長殿

公益社団法人全日本トラック協会会長殿

一般社団法人全国霊枢自動車協会会長殿

一般社団法人全国レンタカー協会会長殿
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長殿

公 益 社 団法人全国通運連盟会長殿

国土交通省自動車局長

｢自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について

先般、乗合バスの運転者が運行中に気を失い、異変に気付いた乗客が駐車ブレーキを

作動させたことにより、幸い惨事に至らなかった事案が発生しました。

運転者の健康状態に起因する事故にあっては､これまでも自動車事故報告書に加え､「自

動車事故報告書等の取扱要領」（平成元年3月29日付け、地車第44号、地備第57号）

別表2により報告するよう指導じているところですが、より詳細な状況をすみやかに把

握するため、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると,思われる事故が発生した場合

には、自動車事故報告規貝IJ第4条第1項の規定に準じ、速報されるよう貴会傘下会員に

対し周知方お願い致します。

なお、同要領を別添新|日対照表のとおり改正し、別紙のとおり各地方運輸局長及び沖

縄総合事務局長に対し通達しましたので、了知願います。

平成27年5月18日付一部改正



別派

地卑弟44号

地備第57号
平成元年3月29日

改正：自環第284号
自整第229号

平成8年12月20日
改正：国自総第9号

国自整第7号
平成13年4月20日

改正：国自総第512号
国自整第212号

平成15年3月11日
改正：国自総第441号

国自整第152号
平成17年2月1日

改正：国自総第17号
国自整第6号

平成18年4月14日

改正：国自総第338号
国自整第97号

平成18年10月6日
改正：国自安第115号

国自整第89号
平成21年11月20日
改正：国自安第246号

国自整第342号
平成27年3月23日
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平成27年5月18日付一部改正

－1－



自動車事故報告書等の取扱要領 自動車事故報告書等の取扱要領

4PI各）

報告書の進達
1）地方運輸局長への進達

運輸支局長は、報告書を受理した場合、1通を控とし､2
通を報告書を受理した日から15日以内に地方運輸局長に進
達すること。

1～4（略）

5報告書の進達
（1）地方運輸局長への進達

運輸支局長は、報告書を受理した場合、1通を控とし、2
通を報告書を受理した日から15日以内に地方運輸局長に進
達すること。

1～

5

司月||笛ワ壬笛Q-&tr*i

悩ｿ兵馬．ノ|､,､I蔵ｿ弄黒形了Ⅸ音言離軽 の報告書を受2珠

日合速や力運輸硬 一 ､ 佳 幸 一 る －

2）国士交通大臣への進達

地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書を1
通を控とし、1通を報告書を受理した日から10日以内に匡
士交通大臣に進達すること。

（2）国土交通大臣への進達
地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書を1

通を控とし、1通を報告書を受理した日から10日以内に国
土交通大臣に進達すること。

鐸蕊蕊蕊毒篭毒当ヤ（＃尚ﾘ享年

三H1迄十仁

可Yk－〔

なお、地方運輸局長は、必要があると認めた場合は、当該
事故に対する意見、当該事故に基づいて実施した又は実施予
定の事故防止対策を添えて報告すること。

なお、地方運輸局長は、必要があると認めた場合は、当該
事故に対する意見、当該事故に基づいて実施した又は実施予
定の事故防止対策を添えて報告すること。

10略） 6～10略）6～

運転者の健康状態に起因する事故
規則第2条第9号に該当する事故が発生した場合には、別表

2に掲げる調査事項を調査のうえ提出させるよう事業者等を指
導すること。

11運転者の健康状態に起因する事故
規貝|｣第2条第9号に該当する事故が発生した場合には、別表

2に掲げる調査事項を調査のうえ提出させるよう事業者等を指
導すること。

11

L,蔵疾患及び、失に

‐た場合一規目′､~4条第1項の鋸ス
ー

速報させるよう事業者等を指導すること〔

3（略）
(略）

2～13（略）
表1（略）
表2

12

別

別
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平成27年5月18日付一部改正
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1．（略）

2．（1）～（5）（略）
（6）事故等の状砂

況を含む）
（7）～（9）（略

3．～6．（略）
別表3（略）

(略
(1

(6状況{当風の運行状況及び車両停止に至剰た状|当(略） ～（5）（略）

事故等の状況（当日の運行状況を含む）

１

１
６
３

〃
一
表

～（9）（略）
（略）

(略）

０３
別

平成27年5月18日付一部改正
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各地方運輸 局 長 殿
沖縄総合事務局長殿

各地方運輸局長殿
沖縄総合事務局長殿

自動車局長 自動車交通局長
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自動車事故報告書等の取扱要倭

1自動車事故報告規貝I（昭和26年運輸省令第104号｡以下｢規
則」という。）第2条第11号に規定する「自動車の装置の故障
（以下単に「故障」という。）により、自動車が運行できなくな

ったもの」とは、次に掲げるものをいう。

イ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、
運行を再開することができなかったもの

p、装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、
乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの

2規則第2条第15号の｢指示｣は、地方運輸局長（沖縄総合事務

局長を含む。以下同じ｡）又は運輸支局長（神戸運輸監理部長及
び沖縄総合事務局陸運事務所長を含む。以下同じ｡）を通じて行
うものとする。

3 報告書の提出

運輸支局長は､旅客自動車運送事業者､貨物自動車運送事業者(貨
物軽自動車運送事業者を除く。）、特定第二種貨物禾|｣用運送事業者
及び 長用有償旅客運送者（主として指定都道床 卓（道路運送法

施行令（昭和二十六年政令第二百五十号）第四条第一項の指定都道

符県等をいう。）の区域内において自家用有償旅客運送を行う者を

除く。）並びに道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第5
o条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車
の使用者（以下「事業者等」という。）に規則第2条の事故があっ
た場合は、規則第3条の自動車事故報告書(以下「報告書」という。）
を事故があった日（同条第10号に掲げる事故にあっては事業者等
が当該救護義務違反があったことを知った日、同条第15号に掲げ
る事故にあっては当該指示があった日。以下同じ｡）から30日以
内に提出させること。ただし、事故の規模が大きいと判断される場
合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該事故
があった日から30日以内であっても報告を督促することができ
る。

4報告書の受理

（1）運輸支局長は、事業者等より規則第3条の報告書の提出があ
ったときは、当該報告書について記載事項の記入洩れの有無等
の確認を行った後、これを受理すること。

1

2

自動車事故報告書等の取扱要領

自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号。以下「規
貝IJ」という。）第2条第11号に規定する「自動車の装置の故障

（以下単に「故障」という。）により、自動車が運行できなくな
ったもの」とは次に掲げるものをいう。
イ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、

運行を再開することができなかったもの

p、装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、
乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの

規貝IJ第2条第15号の｢指示｣は、地方運輸局長（沖縄総合事務
局長を含む。以下同じ｡）又は運輸支局長（神戸運輸監理部長及
び沖縄総合事務局陸運事務所長を含む。以下同じ｡）を通じて行
うものとする。

3報告書の提出

運輸支局長は、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者（貨
物軽自動車運送事業者を除く。）、特定第二種貨物利用運送事業者及

び良家用有償旅客運送竜並びに道路運送車両法（昭和26年法律第
185号）第50条に規定する整備管理者を選任しなければならな
い自家用自動車の使用者（以下「事業者等」という。）に規則第2
条の事故があった場合は、規則第3条の自動車事故報告書（以下「報
告書」という。）を事故があった日（同条第10号に掲げる事故に
あっては事業者等が当該救護義務違反があったことを知った日、同

条第15号に掲げる事故にあっては当該指示があった日｡以下同じ｡）
から30日以内に提出させること。ただし、事故の規模が大きいと
判断される場合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合に
は

こ

4

（

、当該事故があった日から30日以内であっても報告を督促する
とができる。

報告書の受理

1）運輸支局長は、事業者等より規則第3条の報告書の提出があ
ったときは、当該報告書について記載事項の記入洩れの有無等
の確認を行った後、これを受理すること。
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（2）規則第3条に基づき、整備管理者を選任しなければならない
自家用自動車の使用者に報告書を提出させるのは、整備管理に
起因する事故を把握するためであるので、事故の原因その他の
欄の記載については、その点に留意して指導すること。

5報告書の進達

（1）地方運輸局長への進達

運輸支局長は、報告書を受理した場合、1通を控とし、2通を
報告書を受理した日から15日以内に地方運輸局長に進達するこ
と。

（2）国士交通大臣への進達
地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書を1通を

控とし、1通を報告書を受理した日から10日以内に国士交通大
臣に進達すること。

なお、地方運輸局長は、必要があると認めた場合は、当該事故
に対する意見、当該事故に基づいて実施した又は実施予定の事故
防止対策を添えて報告すること。

6報告書の集計

（1）地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書の集計
及び報告については、別に定める方法によりこれを実施するこ
と。

（2）地方運輸局長は、前項の集計結果を事業者等の関係者への指
導、監督等に活用し、事故防止を図ること。

7報告書の保管

地方運輸局長及び運輸支局長（以下｢地方運輸局長等」という。）
は、報告書を3年間保管すること。

8速報

（1）規則第4条の｢指示｣は、地方運輸局長又は運輸支局長を通じ
て行うものとする。

（2）地方運輸局長等はく規則第4条及び「自動車運送事業者等が
引き起こした社会的影響が大きい事故の速報に関する告示｣(平
成21年11月20日国士交通省告示第1224号。以下「告
示」という。）の規定に基づく速報（以下｢速報」という。）の
ほか、事故の規模が大きいと判断される場合又は事故の社会的

（2）規則第3条に基づき、整備管理者を選任しなければならない
自家用自動車の使用者に報告書を提出させるのは、整備管理に
起因する事故を把握するためであるので、事故の原因その他の

欄の記載については、その点に留意して指導すること。

5報告書の進達

（1）地方運輸局長への進達
運輸支局長は、報告書を受理した場合、1通を控とし、2通を

報告書を受理した日から15日以内に地方運輸局長に進達するこ
と。

（2）国土交通大臣への進達
地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書を1通を

控とし、1通を報告書を受理した日から10日以内に国士交通大
臣に進達すること。

なお、地方運輸局長は、必要があると認めた場合は、当該事故
に対する意見、当該事故に基づいて実施した又は実施予定の事故
防止対策を添えて報告すること6

6報告書の集計

（1）地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書の集計
及び報告については、別に定める方法によりこれを実施するこ
と。

（2）地方運輸局長は、前項の集計結果を事業者等の関係者への指
導、監督等に活用し、事故防止を図ること。

7報告書の保管

地方運輸局長及び運輸支局長（以下｢地方運輸局長等」という･
は、報告書を3年間保管すること。

8速報

（1）規則第4条の｢指示｣は、地方運輸局長又は運輸支局長を通じ
て行うものとする。

（2）地方運輸局長等は、規則第4条及び「自動車運送事業者等が
引き起こした社会的影響が大きい事故の速報に関する告示」（平
成21年11月20日国土交通省告示第1224号｡.以下「告
示」という。）の規定に基づく速報（以下｢速報」という。）のほ
か、事故の規模が大きいと判断される場合又は事故の社会的影
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影響が大きいと判断される場合には、当該事故の概要について
直ちに国士交通大臣に対し報告すること。

（3）地方運輸局長等は、速報の受理、報告その他の取扱いに関す
る体制を整備し、当該取扱いについて関係職員に対し周知徹底

しておくこと。

9実地調査

地方運輸局長等は､速報又は報告書の提出を受けた事故について、
被害が著しく大きい場合、社会的影響が大きいと判断される場合、
速報又は報告書の内容に不明確な点がある場合など調査を行う必要

があると認めたときは、別表1の事故実地調査要領を参考に実地調
査を行うこと。この場合には、実地調査の結果は当該報告書に添付
して進達すること。

10事故警報

地方運輸局長は、類似の事故で被害の著しく大きい事故が発生す
るおそれがあると判断されるとき、又は地理的、季節的条件等の誘

因により事故が頻発するおそれがあると判断されるときは、速やか
に、規則第5条の規定により、事故防止対策を定め、事業者等にこ
れを周知させること。

また、地方運輸局長は、事故警報を発令したときは、速やかにそ
の内容を国土交通大臣に報告するとともに、他の地方運輸局長に通
報すること。

11運転者の健康状態に起因する事故

規則第2条第9号に該当する事故が発生した場合には、別表2に
掲げる調査事項を調査のうえ提出させるよう事業者等を指導するこ
と。

12車両故障に起因する事故

（1）運輸支局長は、規則第3条第2項の添付書面（タイヤのﾉ、
ンク、バッテリー不具合及び灯火装置の不点灯（ヒューズ包
れを含む｡）の場合は添付を要しない｡）等は別表3によるよ
う事業者等を指導すること。また、必要に応じて、事業者雪
に対し自動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付さゼ
るよう指導すること。

（2）地方運輸局長は、規則第2条第11号又は第12号に該圭
する事故で、被害が大きい場合又は社会的影響が大きいと半I

響が大きいと判断される場合には、当該事故の概要について直
ちに国土交通大臣に対し報告すること。

（3）地方運輸局長等は、速報の受理、報告その他の取扱いに関す
る体制を整備し、当該取扱いについて関係職員に対し周知徹底
しておくこと。

9実地調査

地方運輸局長等は、速報又は報告書の提出を受けた事故について、
被害が著しく大きい場合、社会的影響が大きいと判断される場合、
速報又は報告書の内容に不明確な点がある場合など調査を行う必要
があると認めたときは、別表1の事故実地調査要領を参考に実地調
査を行うこと。この場合には、実地調査の結果は当該報告書に添付
して進達すること。

10事故警報

地方運輸局長は、類似の事故で被害の著しく大きい事故が発生す
るおそれがあると判断されるとき、又は地理的、季節的条件等の誘
因により事故が頻発するおそれがあると判断されるときは、速やか
に、規則第5条の規定により、事故防止対策を定め、事業者等にこ
れを周知させること。

また、地方運輸局長は、事故警報を発令したときは、速やかにそ
の内容を国土交通大臣に報告するとともに、他の地方運輸局長に通
報すること。

11運転者の健康状態に起因する事故

規則第2条第9号に該当する事故が発生した場合には、別表2に
掲げる調査事項を調査のうえ提出させるよう事業者等を指導するこ
と。

12車両故障に起因する事故

（1）運輸支局長は、規則第3条第2項の添付書面（タイヤのパ
ンク、バッテリー不具合及び灯火装置の不点灯（ヒューズ切
れを含む｡）の場合は添付を要しない｡）等は別表3によるよ
う事業者等を指導すること。また、必要に応じて、事業者等

に対し自動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付させ
るよう指導すること。

（2）地方運輸局長は、規則第2条第11号又は第12号に該当
する事故で、被害が大きい場合又は社会的影響が大きいと判
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断される場合には、次の事項を直ちに自動車局長に報告する

こと。また、この場合において、地方運輸局長は類似の事故
が発生するおそれがあると認めるときは、事故発生防止対策

の迅速化を図るため、自動車局屋に報告した事項を他の地方
運輸局長に適当な方法により、速やかに通報すること。

①当該事故の概要及び原因
②当該自動車の車名、型式､初度登録年又は初度検査年、

車体の形状及び自動車検査証の有効期間
③別表1中第4第4項の事項
なお、運輸支局長は、車両故障に起因する事故が発生した

場合において、当該報告者から破損又は脱落した部品の提供
があった場合には、調査の必要に応じ当該部品を地方運輸局
長に送付すること。

地方運輸局長は、当該部品についてさらに調査の必要があ
ると認めた場合には､当該部品を自動車局長に送付すること。

13報告書の提出漏れ及び速報洩れの防止

（1）地方運輸局長等は、監査、研修、運行管理者及び整備管理
者の選任等の届出の受理の際等、機会あるごとに、規則第3
条の規定による報告書の提出並びに規則第4条及び告示の規

定による速報が確実になされるよう事業者等を指導するこ
と。

（2）自動車運送事業用自動車が死亡事故及び重傷事故を引き起

こした場合には、警察庁との協議により、警視総監又は道府
県警察本部長から運輸支局長あて次の様式により通報される
こととなっているので、報告書の提出漏れ及び速報洩れの防

止を図るため相互に密接な情報交換を行うこと。

断される場合には、次の事項を直ちに自動車交通局量に報告
すること。また、この場合において、地方運輸局長は類似の
事故が発生するおそれがあると認めるときは、事故発生防止
対策の迅速化を図るため、自動車交通局長に報告した事項を
他の地方運輸局長に適当な方法により、速やかに通報するこ
と。

①当該事故の概要及び原因
②当該自動車の車名、型式、初度登録年又は初度検査年、

車体の形状及び自動車検査証の有効期間
③別表1中第4第4項の事項
なお、運輸支局長は、車両故障に起因する事故が発生した

場合において、当該報告者から破損又は脱落した部品の提供
があった場合には、調査の必要に応じ当該部品を地方運輸局
長に送付すること。

地方運輸局長は、当該部品についてさらに調査の必要があ

ると認めた場合には、当該部品を自動車交通局長に送付する
こと。

13報告書の提出洩れ及び速報洩れの防止

（1）地方運輸局長等は、監査、研修、運行管理者及び整備管理
者の選任等の届出の受理の際等、機会あるごとに、規則第3
条の規定による報告書の提出が並びに規則第4条及び告示の
規定による速報が確実になされるよう事業者等を指導するこ
と。

（2）自動車運送事業用自動車が死亡事故及び重傷事故を引き起

こした場合には、警察庁との協議により、警視総監又は道府
県警察本部長から運輸支局長あて次の様式により通報される
こととなっているので、報告書の提出洩れ及び速報洩れの防
止を図るため相互に密接な情報交換を行うこと。

－5－

平成27年3月23日付一部改正



27年3月23日付け国自安第246号、国自整第31I附目’ 成(平

別表1（略）

別表2（略）

別表3（略）

42号）
改派梯の涌達は、地域の自主'性及び自立‘性を高めるための改革a

椎准穿閲ろための関係法律の轄備に関する法律（平成26年法律簾

51号）の施行の日（。

別表1

別表2

別表3

１
１

略
略

く

(略）

戎27年4月1日）から施行する。
′
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○
国
土
交
通
省
告
示
第
一
二
二
四
号

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号

）
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
自
動
車
運
送
事
業
者
等
が
引

き
起
こ
し
た
社
会
的
影
響
が
大
き
い
事
故
の
速
報
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

国
土
交
通
大
臣

前
原

誠
司

自
動
車
運
送
事
業
者
等
が
引
き
起
こ
し
た
社
会
的
影
響
が
大
き
い
事
故
の
速
報
に
関
す
る
告
示

１

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
を
除
く
。
）
、
特
定
第
二

種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
及
び
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
は
、
そ
の
使
用
す
る
自
動
車
の
事
故
に
関
し
、
報
道
機
関

に
よ
る
報
道
が
あ
っ
た
と
き
又
は
取
材
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
当
該
事
故
の
社
会
的
影
響
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
そ
の
事
故
の
概
要

を
当
該
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
速
報
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
速
報
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
地
方
運
輸
局

長
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
進
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



○
自
動
車
事
故
報
告
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
百
四
号
）
〔
抄
〕

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
で
「
事
故
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自

第
二
条

こ
の
省
令
で
「
事
故
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自

動
車
の
事
故
を
い
う
。

動
車
の
事
故
を
い
う
。

一

自
動
車
が
転
覆
し
、
転
落
し
、
火
災
（
積
載
物
品
の
火
災
を
含
む
。
以
下

一

自
動
車
が
転
覆
し
、
転
落
し
、
火
災
（
積
載
物
品
の
火
災
を
含
む
。
）
を

同
じ
。
）
を
起
こ
し
、
又
は
鉄
道
車
両
（
軌
道
車
両
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

起
こ
し
、
又
は
踏
切
に
お
い
て
鉄
道
車
両
と
衝
突
し
、
若
し
く
は
接
触
し
た

）
と
衝
突
し
、
若
し
く
は
接
触
し
た
も
の

も
の

二

十
台
以
上
の
自
動
車
の
衝
突
又
は
接
触
を
生
じ
た
も
の

（
新
規
）

三

死
者
又
は
重
傷
者
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政

二

死
者
又
は
重
傷
者
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政

令
第
二
百
八
十
六
号
）
第
五
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
傷
害
を
受
け

令
第
二
百
八
十
六
号
）
第
五
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
傷
害
を
受
け

た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
生
じ
た
も
の

た
者
を
い
う
。
）
を
生
じ
た
も
の

四

十
人
以
上
の
負
傷
者
を
生
じ
た
も
の

（
新
規
）

五

自
動
車
に
積
載
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
飛
散

三

自
動
車
に
積
載
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
飛
散

し
、
又
は
漏
え
い
し
た
も
の

し
、
又
は
漏
え
い
し
た
も
の

イ
～
ト

（
略
）

イ
～
ト

（
略
）

六

自
動
車
に
積
載
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
が
落
下
し
た
も
の

（
新
規
）

七

操
縦
装
置
又
は
乗
降
口
の
扉
を
開
閉
す
る
操
作
装
置
の
不
適
切
な
操
作
に

四

操
縦
装
置
又
は
乗
降
口
の
扉
を
開
閉
す
る
操
作
装
置
の
不
適
切
な
操
作
に

よ
り
、
旅
客
に
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
第
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る

よ
り
、
旅
客
に
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
第
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る

傷
害
が
生
じ
た
も
の

傷
害
が
生
じ
た
も
の

八

酒
気
帯
び
運
転
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
六

（
新
規
）

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
無
免

許
運
転
（
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。
）
、
大
型

自
動
車
等
無
資
格
運
転
（
同
法
第
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規

定
に
違
反
す
る
行
為
を
い
う
。
）
又
は
麻
薬
等
運
転
（
同
法
第
百
十
七
条
の

二
第
三
号
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
い
う
。
）
を
伴
う
も
の

九

運
転
者
の
疾
病
に
よ
り
、
事
業
用
自
動
車
の
運
転
を
継
続
す
る
こ
と
が
で

五

運
転
者
の
疾
病
に
よ
り
、
事
業
用
自
動
車
の
運
転
を
継
続
す
る
こ
と
が
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き
な
く
な
つ
た
も
の

で
き
な
く
な
つ
た
も
の

十

救
護
義
務
違
反
（
道
路
交
通
法
第
百
十
七
条
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
い
う

（
新
規
）

。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
つ
た
も
の

十
一

自
動
車
の
装
置
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

六

自
動
車
の
装
置
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

五
号
）
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
装
置
を
い
う
。
）
の
故
障
（
以
下
単
に

号
）
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
装
置
を
い
う
。
）
の
故
障
に
よ
り
、
自
動

「
故
障
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
自
動
車
が
運
行
で
き
な
く
な
つ
た
も
の

車
が
運
行
で
き
な
く
な
つ
た
も
の

十
二

車
輪
の
脱
落
、
被
牽
引
自
動
車
の
分
離
を
生
じ
た
も
の
（
故
障
に
よ
る

（
新
規
）

け
ん

も
の
に
限
る
。
）

十
三

橋
脚
、
架
線
そ
の
他
の
鉄
道
施
設
（
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法

（
新
規
）

律
第
九
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
施
設
を
い
い
、
軌
道
法

（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
軌
道
施
設
を
含
む
。
）
を
損
傷
し

、
三
時
間
以
上
本
線
に
お
い
て
鉄
道
車
両
の
運
転
を
休
止
さ
せ
た
も
の

十
四

高
速
自
動
車
国
道
（
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七

（
新
規
）

十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
を
い
う
。
）
又
は

自
動
車
専
用
道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十

八
条
の
四
に
規
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い

て
、
三
時
間
以
上
自
動
車
の
通
行
を
禁
止
さ
せ
た
も
の

十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
車
事
故
の
発
生
の
防
止
を
図
る

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
車
事
故
の
発
生
の
防
止
を
図
る
た

た
め
に
国
土
交
通
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
て
報
告
を
指
示
し
た
も
の

め
に
国
土
交
通
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
て
報
告
を
指
示
し
た
も
の

（
報
告
書
の
提
出
）

（
報
告
書
の
提
出
）

第
三
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
貨
物
軽
自
動

第
三
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
貨
物
軽
自
動

車
運
送
事
業
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
定
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

車
運
送
事
業
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
定
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

者
及
び
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
並
び
に
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
条
に
規
定

者
及
び
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
並
び
に
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
条
に
規
定

す
る
整
備
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
家
用
自
動
車
の
使
用
者
（

す
る
整
備
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
家
用
自
動
車
の
使
用
者
は

以
下
「
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
使
用
す
る
自
動
車
（
自
家
用
自
動

、
そ
の
使
用
す
る
自
動
車
（
自
家
用
自
動
車
（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
用
に

車
（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、

供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び

軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い

二
輪
の
小
型
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
前
条
各
号
の
事
故
が
あ
つ
た
場
合

て
前
条
各
号
の
事
故
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
故
が
あ
つ
た
日
（
前
条
第

に
は
、
三
十
日
以
内
に
、
当
該
事
故
ご
と
に
自
動
車
事
故
報
告
書
（
別
記
様
式

十
号
に
掲
げ
る
事
故
に
あ
つ
て
は
事
業
者
等
が
当
該
救
護
義
務
違
反
が
あ
つ
た

に
よ
る
。
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
三
通
を
当
該
自
動
車
の
使
用
の
本
拠

平成21年11月20日 一部改正

－ 2 －



こ
と
を
知
つ
た
日
、
同
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
故
に
あ
つ
て
は
当
該
指
示
が

の
位
置
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
以
下
「
運
輸
監
理
部

あ
つ
た
日
）
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
当
該
事
故
ご
と
に
自
動
車
事
故
報
告
書
（

長
又
は
運
輸
支
局
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し

別
記
様
式
に
よ
る
。
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
三
通
を
当
該
自
動
車
の
使

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
以
下
「
運

輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
故
の
場
合
に
は
、
報
告
書
に
次

２

前
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
故
の
場
合
に
は
、
報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
故
障
の
状
況
を
示
す
略
図
又
は
写
真
を

記
載
し
た
書
面
及
び
故
障
の
状
況
を
示
す
略
図
又
は
写
真
を
添
付
し
な
け
れ
ば

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
速
報
）

（
速
報
）

第
四
条

事
業
者
等
は
、
そ
の
使
用
す
る
自
動
車
（
自
家
用
自
動
車
（
自
家
用
有

第
四
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
、
特
定
第
二
種

償
旅
客
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
軽
自
動
車
、
小

貨
物
利
用
運
送
事
業
者
及
び
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
並
び
に
前
条
の
自
家
用

型
特
殊
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号

自
動
車
の
使
用
者
は
、
そ
の
使
用
す
る
自
動
車
（
自
家
用
自
動
車
（
自
家
用
有

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
故
が
あ
つ
た
と
き
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
指
示
が

償
旅
客
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
軽
自
動
車
、
小

あ
つ
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

型
特
殊
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
き
、
第
二
条
第
一

装
置
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
二
十
四
時
間
以
内
に
お
い
て
で
き
る
限
り

号
に
該
当
す
る
事
故
で
あ
り
、
か
つ
、
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
事
故
若
し
く

速
や
か
に
、
そ
の
事
故
の
概
要
を
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
速
報
し

は
同
条
第
三
号
に
該
当
す
る
事
故
が
あ
つ
た
と
き
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
指
示

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
電
話
、
電
報
そ
の

他
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
二
十
四
時
間
以
内
に
、
そ
の
事
故
の
概
要
を
運
輸
監

理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
速
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
条
第
一
号
に
該
当
す
る
事
故
（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
自
家

（
新
規
）

用
有
償
旅
客
運
送
者
（
以
下
「
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）

が
使
用
す
る
自
動
車
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
に
限
る
。
）

二

第
二
条
第
三
号
に
該
当
す
る
事
故
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

（
新
規
）

イ

二
人
（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
が
使
用
す
る
自
動
車
が
引
き
起
こ

し
た
事
故
に
あ
つ
て
は
、
一
人
）
以
上
の
死
者
を
生
じ
た
も
の

ロ

五
人
以
上
の
重
傷
者
を
生
じ
た
も
の
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ハ

旅
客
に
一
人
以
上
の
重
傷
者
を
生
じ
た
も
の

三

第
二
条
第
四
号
に
該
当
す
る
事
故

（
新
規
）

四

第
二
条
第
五
号
に
該
当
す
る
事
故
（
自
動
車
が
転
覆
し
、
転
落
し
、
火
災

（
新
規
）

を
起
こ
し
、
又
は
鉄
道
車
両
、
自
動
車
そ
の
他
の
物
件
と
衝
突
し
、
若
し
く

は
接
触
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

五

第
二
条
第
八
号
に
該
当
す
る
事
故
（
酒
気
帯
び
運
転
が
あ
つ
た
も
の
に
限

（
新
規
）

る
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
記

様
式

（第
３

条
関

係

）

別
記

様
式

（第
３

条
関

係

）

（裏

）

（裏

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（注

）

（注

）

(1)

～(3)

（略

）

(1)

～(3)

（略

）

(4)
◆

印
欄

は
事

故
が

第
２

条
第

1
1
号

又
は

第
1
2
号

の
み

に
該

当
す

る
場

(4)
◆

印
欄

は
事

故
が

第
２

条
第

６
号

の
み

に
該

当
す

る
場

合
に

は
記

、
、

、

合
に

は
記

入
を

要
し

な
い

。

入
を

要
し

な
い

。

、

(5)

（略

）

(5)
（略

）
(6)

「区
分

」の
記

入
は

次
の

区
分

に
よ

る
こ

と

。

(6)

「区
分

」の
記

入
は

次
の

区
分

に
よ

る
こ

と

。

、
、

１

～７

（略

）

１

～７
（略

）
８

危
険

物
等

第
２

条
第

５
号

又
は

第
６

号
に

該
当

す
る

事
故

８
危

険
物

等
第

２
条

第
３

号
に

該
当

す
る

事
故
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９

（略

）

９

（略

）

1
0

飲
酒

等
第

２
条

第
８

号
に

該
当

す
る

事
故

（新
規

（

1
1

健
康

起
因

第
２

条
第

９
号

に
該

当
す

る
事

故
1
0

健
康

起
因

第
２

条
第

５
号

に
該

当
す

る
事

故

1
2

救
護

違
反

第
２

条
第

1
0
号

に
該

当
す

る
事

故

（新
規

（

1
3

車
両

故
障

第
２

条
第

1
1
号

又
は

第
1
2
号

に
該

当
す

る
事

故
1
1

車
両

故
障

第
２

条
第

６
号

に
該

当
す

る
事

故

1
4

交
通

障
害

第
２

条
第

1
3
号

又
は

第
1
4
号

に
該

当
す

る
事

故

（新
規

（

1
5

そ
の

他
１

か
ら

1
4
ま

で
に

該
当

し
な

い
と

き

。

1
2

そ
の

他
１

か
ら

1
1
ま

で
に

該
当

し
な

い
と

き

。

(7)

～(10)

（略

）

(7)

～(10)

（略

）

(11)

（略

）

(11)

（略

）

１
制

限
外

許
可

道
路

交
通

法
第

5
7
条

の
規

定
に

よ
る

許
可

１
制

限
外

許
可

道
路

交
通

法

（昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）第
5
7
条

の

規
定

に
よ

る
許

可

２
特

殊
車

両
通

行
許

可
道

路
法

第
4
7
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

許
可

２
特

殊
車

両
通

行
許

可
道

路
法

（昭
和

2
7
年

法
律

第
1
8
0
号

）第
4
7
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

許
可

３

（略

）

３

（略

）

(12)

（略

）

(12)

（略

）

(13)

「種
類

「

の
欄

の

「ロ
自

動
車

専
用

道
路

等

「

は
自

動
車

専
用

道
(13)

種
類

の
欄

の

「ロ
自

動
車

専
用

道
路

等

「

は
道

路
法

第
4
8
条

の
２

、
、

路
及

び
道

路
運

送
法

に
よ

る
自

動
車

道
と

し

「２
そ

の
他

の
場

所

「

は
第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
指

定
を

受
け

た
道

路
及

び
道

路
運

送
法

、

構
内

営
業

所
等

一
般

交
通

の
用

に
供

し
な

い
場

所
と

す
る

。

に
よ

る
自

動
車

道
と

し

「２
そ

の
他

の
場

所

「

は
構

内
営

業
所

等
、

、
、

、
、

一
般

交
通

の
用

に
供

し
な

い
場

所
と

す
る

。

(14)

～(21)

（略

）

(14)

～(21)

（略

）

(22)

「過
去

３
年

間
の

事
故

の
状

況

」の
欄

は
当

該
運

転
者

が
引

き
起

こ
し

(22)

「過
去

３
年

間
の

事
故

の
状

況

」の
欄

は
当

該
運

転
者

が
引

き
起

こ
し

、
、

た
道

路
交

通
法

第
6
7
条

第
２

項
の

交
通

事
故

に
関

し
て

記
入

す
る

。

た
道

路
交

通
法

第
7
2
条

第
１

項
の

交
通

事
故

に
関

し
て

記
入

す
る

。

(23)

（略

）

(23)

（略

）

(24)

「最
近

の
健

康
診

断
の

受
診

年
月

日

」の
欄

は
第

２
条

第
９

号
に

該
当

(24)

「最
近

の
健

康
診

断
の

受
診

年
月

日

」の
欄

は
第

２
条

第
５

号
に

該
当

、
、

す
る

事
故

を
引

き
起

こ
し

た
当

該
運

転
者

が
受

診
し

た
労

働
安

全
衛

生
法

第
す

る
事

故
を

引
き

起
こ

し
た

当
該

運
転

者
が

受
診

し
た

労
働

安
全

衛
生

法
第

6
6
条

に
規

定
す

る
健

康
診

断
の

最
近

の
受

診
年

月
日

を
記

入
す

る
こ

と

。

6
6
条

に
規

定
す

る
健

康
診

断
の

最
近

の
受

診
年

月
日

を
記

入
す

る
こ

と

。

(25)

（略

）

(25)
（略

）
(26)

「統
括

運
行

管
理

者

」と
は

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
運

輸
規

則

（昭
和

(26)

「統
括

運
行

管
理

者

」と
は

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
運

輸
規

則
第

4
8
条

、
、

3
1
年

運
輸

省
令

第
4
4
号

）第
4
8
条

の
２

第
１

項
又

は
貨

物
自

動
車

運
送

事
業

の
２

第
１

項
又

は
貨

物
自

動
車

運
送

事
業

輸
送

安
全

規
則

第
2
1
条

第
１

項
に

輸
送

安
全

規
則

（平
成

２
年

運
輸

省
令

第
2
2
号

）第
2
1
条

第
１

項
に

規
定

す
規

定
す

る
業

務
を

統
括

す
る

運
行

管
理

者
を

い
う

。
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る
業

務
を

統
括

す
る

運
行

管
理

者
を

い
う

。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
故
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
事
故
報
告
規
則
別
記
様
式
（
以
下
「
旧

様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
自
動
車
事
故
報
告
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
自
動
車
事
故
報
告
規
則
別
記
様
式
（
以
下
「
新
様
式
」
と
い
う
。
）
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
新
様
式

中
事
故
の
種
類
の
欄
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
区
分

（裏）

及
び
発
生
の
順
に
つ
い
て
は
、
旧
様
式

中
当
時
の
状
況
の
欄
に
、
当
該
区
分

（表）

及
び
発
生
の
順
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
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新 旧
地車第４４号 地車第４４号
地備第５７号 地備第５７号

平成元年３月２９日 平成元年３月２９日
改正：自環第２８４号 改正：自環第２８４号

自整第２２９号 自整第２２９号
平成８年１２月２０日 平成８年１２月２０日

改正：国自総第９号 改正：国自総第９号
国自整第７号 国自整第７号

平成１３年４月２０日 平成１３年４月２０日
改正：国自総第５１２号 改正：国自総第５１２号

国自整第２１２号 国自整第２１２号
平成１５年３月１１日 平成１５年３月１１日

改正：国自総第４４１号 国自総第４４１号
国自整第１５２号 国自整第１５２号

平成１７年２月１日 平成１７年 ２月 １日
改正：国自総第１７号 改正：国自総第１７号

国自整第 ６号 国自整第 ６号
平成１８年４月１４日 平成１８年４月１４日

改正：国自総第３３８号 最終改正：国自総第３３８号
国自整第 ９７号 国自整第 ９７号

平成１８年１０月６日 平成１８年１０月６日
最終改正：国自安第１１５号

国自整第 ８９号
平成２１年１１月２０日

各地方運輸局長 殿 各地方運輸局長 殿
沖縄総合事務局長 殿 沖縄総合事務局長 殿

自動車交通局長 自動車交通局長

自動車事故報告書等の取扱要領について

別添

平成21年11月20日 一部改正
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「自動車事故報告規則及び自動車運送事業等報告規則の一部を改
正する省令」（平成元年３月１７日運輸省令第６号）により、自動
車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）の一部が改正さ
れた。これに伴い、自動車事故報告書等の取扱要領を別添のとおり
定めたから、今後はこれによられたい。

なお、「自動車事故報告書等の取扱について」（昭和３１年４月
１３日付け自車第２０８号）及び「自動車事故報告規則の一部改正
について」（昭和３８年６月４日付け自車第３９３号）は廃止する。

別添

自動車事故報告書等の取扱要領 自動車事故報告書等の取扱要領

１ 自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号。以下「規 １ 自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号。以下「規
則」という。）第２条第１１号に規定する「自動車の装置の故障 則」という。）第２条第６号に規定する「自動車の装置の故障に
（以下単に「故障」という。）により、自動車が運行できなくな より、自動車が運行できなくなったもの」とは次に掲げるものを
ったもの」とは、次に掲げるものをいう。 いう。
イ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、 イ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、

運行を再開することができなかったもの 運行を再開することができなかったもの
ロ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、 ロ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、

乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの 乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの

２ 規則第２条第１５号の｢指示｣は、地方運輸局長（沖縄総合事務 ２ 次の各号に掲げるものは、規則第２条第７号の「国土交通大臣
局長を含む。以下同じ。）又は運輸支局長（神戸運輸監理部長及 が特に必要と認めて報告を指示したもの」の例とする。
び沖縄総合事務局陸運事務所長を含む。以下同じ。）を通じて行 イ．２０人以上の軽傷者を生じたもの
うものとする。 ロ．鉄道の橋脚、架線等を損傷し、鉄道の運行を３時間以上停止

させたもの
ハ．高速自動車国道又は指定自動車専用道路等を３時間以上通行

止めにしたもの
ニ．１０台以上の多重衝突を生じたもの
ホ．飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等薬物の乱用、

居眠り等悪質な法令違反により事故を生じたもの
ヘ．車輪の脱落、トレーラの離脱等、他の交通に対して危害を及

ぼすおそれがある故障を生じたもの（１に該当するものを除く。)

３ 報告書の提出 ３ 報告書の提出
運輸支局長は、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者（貨 運輸支局長（神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局陸運事務所長
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物軽自動車運送事業者を除く。）、特定第二種貨物利用運送事業者 を含む。以下同じ。）は、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送
及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法（昭和２６年法律 事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く。）、特定第二種貨物利用
第１８５号）第５０条に規定する整備管理者を選任しなければなら 運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法（昭和
ない自家用自動車の使用者（以下「事業者等」という。）に規則第 二十六年法律第百八十五号）第五十条に規定する整備管理者を選任
２条の事故があった場合は、規則第３条の自動車事故報告書（以下 しなければならない自家用自動車の使用者（以下、「事業者等」と
「報告書」という。）を事故があった日（同条第１０号に掲げる事 いう。）に規則第２条の事故があった場合は、規則第３条の自動車
故にあっては事業者等が当該救護義務違反があったことを知った 事故報告書（以下「報告書」という。）を事故があった日から３０
日、同条第１５号に掲げる事故にあっては当該指示があった日。以 日以内に提出させること。ただし、事故の規模が大きいと判断され
下同じ。）から３０日以内に提出させること。ただし、事故の規模 る場合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該
が大きいと判断される場合又は事故の社会的影響が大きいと判断さ 事故があった日から３０日以内であっても報告を督促することがで
れる場合には、当該事故があった日から３０日以内であっても報告 きる。
を督促することができる。

４ 報告書の受理 ４ 報告書の受理
（１）運輸支局長は、事業者等より規則第３条の報告書の提出があ （１）運輸支局長は、事業者等より規則第３条の報告書の提出があ

ったときは、当該報告書について記載事項の記入洩れの有無等 ったときは、当該報告書について記載事項の記入洩れの有無等
の確認を行った後、これを受理すること。 の確認を行った後、これを受理すること。

（２）規則第３条に基づき、整備管理者を選任しなければならない （２）規則第３条に基づき、整備管理者を選任しなければならない
自家用自動車の使用者に報告書を提出させるのは、整備管理に 自家用自動車の使用者に報告書を提出させるのは、整備管理に
起因する事故を把握するためであるので、事故の原因その他の 起因する事故を把握するためであるので、事故の原因その他の
欄の記載については、その点に留意して指導すること。 欄の記載については、その点に留意して指導すること。

５ 報告書の進達 ５ 報告書の進達
（１）地方運輸局長への進達 （１）地方運輸局長への進達

運輸支局長は、報告書を受理した場合、１通を控とし、２通を 運輸支局長は、報告書を受理した場合、１通を控とし、２通を
報告書を受理した日から１５日以内に地方運輸局長に進達するこ 報告書を受理した日から１５日以内に地方運輸局長（沖縄総合事
と。 務局長を含む｡以下同じ。）に進達すること。

（２）国土交通大臣への進達 （２）国土交通大臣への進達
地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書を１通を 地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書を１通を

控とし、１通を報告書を受理した日から１０日以内に国土交通大 控とし、１通を報告書を受理した日から１０日以内に国土交通大
臣に進達すること。 臣に進達すること。

なお、地方運輸局長は、必要があると認めた場合は、当該事故 なお、地方運輸局長は、必要があると認めた場合は、当該事故
に対する意見、当該事故に基づいて実施した又は実施予定の事故 に対する意見、当該事故に基づいて実施した又は実施予定の事故
防止対策を添えて報告すること。 防止対策を添えて報告すること。

６ 報告書の集計 ６ 報告書の集計
（１）地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書の集計 （１）地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書の集計
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及び報告については、別に定める方法によりこれを実施するこ 及び報告については、別に定める方法によりこれを実施するこ
と。 と。

（２）地方運輸局長は、前項の集計結果を事業者等の関係者への指 （２）地方運輸局長は、前項の集計結果を事業者等の関係者への指
導、監督等に活用し、事故防止を図ること。 導、監督等に活用し、事故防止を図ること。

７ 報告書の保管 ７ 報告書の保管
地方運輸局長及び運輸支局長（以下｢地方運輸局長等｣という。） 地方運輸局長及び運輸支局長（以下｢地方運輸局等｣という。）は、

は、報告書を３年間保管すること。 報告書を３年間保管すること。

８ 速報 ８ 速報
（１）規則第４条の｢指示｣は、地方運輸局長又は運輸支局長を通じ （１）規則第４条の｢指示｣は、地方運輸局長又は運輸支局長を通じ

て行うものとする。 て行うものとする。
（２）地方運輸局長等は、規則第４条及び「自動車運送事業者等が （２）地方運輸局長等は、規則第４条の規定に基づく速報（以下｢速

引き起こした社会的影響が大きい事故の速報に関する告示」（平 報｣という。）のほか、事故の規模が大きいと判断される場合
成２１年１１月２０日国土交通省告示第１２２４号。以下「告 又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該事
示」という。）の規定に基づく速報（以下｢速報｣という。）の 故の概要について直ちに国土交通大臣に対し報告すること。
ほか、事故の規模が大きいと判断される場合又は事故の社会的
影響が大きいと判断される場合には、当該事故の概要について
直ちに国土交通大臣に対し報告すること。

（３）地方運輸局長等は、速報の受理、報告その他の取扱いに関す （３）地方運輸局長等は、速報の受理、報告その他の取扱いに関す
る体制を整備し、当該取扱いについて関係職員に対し周知徹底 る体制を整備し、当該取扱いについて関係職員に対し周知徹底
しておくこと。 しておくこと。

９ 実地調査 ９ 実地調査
地方運輸局長等は、速報又は報告書の提出を受けた事故について、 地方運輸局長等は、速報又は報告書の提出を受けた事故の被害が

被害が著しく大きい場合、社会的影響が大きいと判断される場合、 著しく大きい場合、事故の社会的影響が大きいと判断される場合、
速報又は報告書の内容に不明確な点がある場合など調査を行う必要 速報又は報告書の内容に不明確な点がある場合など調査を行う必要
があると認めたときは、別表１の事故実地調査要領を参考に実地調 があると認めたときは、別表１の事故実地調査要領を参考に実地調
査を行うこと。この場合には、実地調査の結果は当該報告書に添付 査を行うこと。この場合には、実地調査の結果は当該報告書に添付
して進達すること。 して進達すること。

１０ 事故警報 １０ 事故警報
地方運輸局長は、類似の事故で被害の著しく大きい事故が発生す 地方運輸局長は、類似の事故で被害の著しく大きい事故が発生す

るおそれがあると判断されるとき、又は地理的、季節的条件等の誘 るおそれがあると判断されるとき、又は地理的、季節的条件等の誘
因により事故が頻発するおそれがあると判断されるときは、速やか 因により事故が頻発するおそれがあると判断されるときは、速やか
に、規則第５条の規定により、事故防止対策を定め、事業者等にこ に、規則第５条の規定により、事故防止対策を定め、事業者等にこ
れを周知させること。 れを周知させること。

また、地方運輸局長は、事故警報を発令したときは、速やかにそ また、地方運輸局長は、事故警報を発令したときは、速やかにそ
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の内容を国土交通大臣に報告するとともに、他の地方運輸局長に通 の内容を国土交通大臣に報告するとともに、他の地方運輸局長に通
報すること。 報すること。

１１ 運転者の健康状態に起因する事故 １１ 運転者の健康状態に起因する事故
規則第２条第９号に該当する事故が発生した場合には、別表２に 規則第２条第５号に該当する事故が発生した場合には、別表２に

掲げる調査事項を調査のうえ提出させるよう事業者等を指導するこ 掲げる調査事項を調査のうえ提出させるよう事業者等を指導するこ
と。 と。

１２ 車両故障に起因する事故 １２ 車両故障に起因する事故
（１）運輸支局長は、規則第３条第２項の添付書面（タイヤのパ （１）運輸支局長は、規則第３条第２項の添付書面（タイヤのパ

ンク、バッテリー不具合及び灯火装置の不点灯（ヒューズ切 ンク、バッテリー不具合及び灯火装置の不点灯（ヒューズ切
れを含む。）の場合は添付を要しない。）等は別表３によるよ れを含む。）の場合は添付を要しない。）等は別表３によるよ
う事業者等を指導すること。また、必要に応じて、事業者等 う事業者等を指導すること。また、必要に応じて、事業者等
に対し自動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付させ に対し自動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付させ
るよう指導すること。 るよう指導すること。

（２）地方運輸局長は、規則第２条第１１号又は第１２号に該当 （２）地方運輸局長は、規則第２条第６号に該当する事故で被害
する事故で、被害が大きい場合又は社会的影響が大きいと判 が大きい場合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場
断される場合には、次の事項を直ちに自動車交通局長に報告 合には、次の事項を直ちに自動車交通局長に報告すること。
すること。また、この場合において、地方運輸局長は類似の また、この場合において、地方運輸局長は類似の事故が発生
事故が発生するおそれがあると認めるときは、事故発生防止 するおそれがあると認めるときは、事故発生防止対策の迅速
対策の迅速化を図るため、自動車交通局長に報告した事項を 化を図るため、自動車交通局長に報告した事項を他の地方運
他の地方運輸局長に適当な方法により、速やかに通報するこ 輸局長に適当な方法により、速やかに通報すること。
と。

① 当該事故の概要及び原因 ① 当該事故の概要及び原因
② 当該自動車の車名、型式、初度登録年又は初度検査年、 ② 当該自動車の車名、型式、初度登録年又は初度検査年、

車体の形状及び自動車検査証の有効期間 車体の形状及び自動車検査証の有効期間
③ 別表１中第４第４項の事項 ③ 別表１中第４第４項の事項
なお、運輸支局長は、車両故障に起因する事故が発生した なお、運輸支局長は、車両故障に起因する事故が発生した

場合において、当該報告者から破損又は脱落した部品の提供 場合において、当該報告者から破損又は脱落した部品の提供
があった場合には、調査の必要に応じ当該部品を地方運輸局 があった場合には、調査の必要に応じ当該部品を地方運輸局
長に送付すること。 長に送付すること。

地方運輸局長は、当該部品についてさらに調査の必要があ 地方運輸局長は、当該部品についてさらに調査の必要があ
ると認めた場合には、当該部品を自動車交通局長に送付する ると認めた場合には、当該部品を自動車交通局長に送付する
こと。 こと。

１３ 報告書の提出漏れ及び速報洩れの防止 １３ 報告書の提出洩れの防止
（１）地方運輸局長等は、監査、研修、運行管理者及び整備管理 （１）地方運輸局長等は、監査、研修、運行管理者及び整備管理

者の選任等の届出の受理の際等、機会あるごとに、規則第３ 者の選任等の届出の受理の際等、機会あるごとに、規則第３
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条の規定による報告書の提出並びに規則第４条及び告示の規 条の規定による報告書の提出が確実になされるよう事業者等
定による速報が確実になされるよう事業者等を指導するこ を指導すること。
と。 （２）自動車運送事業用自動車が死亡事故及び重傷事故を引き起

（２）自動車運送事業用自動車が死亡事故及び重傷事故を引き起 こした場合には、警察庁との協議により、警視総監又は道府
こした場合には、警察庁との協議により、警視総監又は道府 県警察本部長から運輸支局長あて次の様式により通報される
県警察本部長から運輸支局長あて次の様式により通報される こととなっているので、報告書の提出洩れの防止を図るため
こととなっているので、報告書の提出漏れ及び速報洩れの防 相互に密接な情報交換を行うこと。
止を図るため相互に密接な情報交換を行うこと。

事業用自動車の死亡、重傷事故 事業用自動車の死亡、重傷事故

発生年月日 事業者名（甲） 事業者名（乙） 警察署名 発生年月日 事業者名（甲） 事業者名（乙） 警察署名

附 則（平成21年11月20日付け国自安第115号、国自整第89号）
改正後の通達は、平成21年12月1日から施行する。

平成21年11月20日 一部改正

－ 6 －



別添

新

各地方運輸局長殿
沖縄総合事務局長　殿

旧

　　　　　　　地車第44号
　　　　　　　地備第57号
　　　　平成元年3月29目
　　　改正：自環第284号
　　　　　　自整第229号
　　　平成8年12月20目・
　　　　改正：国白総第9号
　　　　　　　国自整第7号

　　　平成13年4月20目
　　改正：国自総第512号
　　　　　国自整第212号
　　　平成15年3月11目
　　改正：国自総第441号・
　　　　　国自整第152号
　　　　平成17年2月1目
　　　改正：国自総第17号
　　　　　　国自整第　6号
　　　平成18年4月14目
最終改正：国自総第338号
　　　　　国自整第　97号
　　　平成18年1、0月6．目

自動車交通局長

自動車事故報告書等の取扱要領について

　r自動車事故報告規則及び自動車運送事業等報告規則の一部を改
正する省令」（平成元年3月17目運輸省令第6号）により、自動
車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号）の一部が改正さ
れた。これに伴い、自動車事故報告書等の取扱要領を別添のとおり

各地方運輸局長　　殿
沖縄総合事務局長　殿

　　　　　地車第44号
　　　　　地備第57号
　　平成元年3月29目
　改正：自環第284号
　　　　自整第229号
　平成8年12月20目
　　改正：国自総第9号
　　　　　国自整第7号

　平成13年4月20目
改正：国自総第512号
　　　国自整第212号
　平成15年3月11目
　　　国自総第441号
　　　国自整第152号
平成17年　2月　1目
　改正：国白総第17号
　　　　国自整第　6号

　平成18年4月14目

自動車交通局長

自動車事故報告書等の取扱要領について

　r自動車事故報告規則及び自動車運送事業等報告規則の一部を改
正する省令」（平成元年3月17目運輸省令第6号）により、自動
車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号）の一部が改正さ
れた。これに伴い、自動車事故報告書等の取扱要領を別添のとおり
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定めたから、今後はこれによられたい。
　なお、．「自動車事故報告書等の取扱について」（昭和31年4月
13目付け自車第208号）及びr自動車事故報告規則の一部改正
について」（昭和38年6月4目付け自車第393号）は廃止する。

自動車事故報告書等の取扱要領

別添

1『 ｩ動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号。以下「規
則」という。）第2条第6号に規定する一r自動車の装置の故障によ
ワ、自動車が運行できなくなったもの」とは次に掲げるものをいう。
　イ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、
　　運行を再開することができなかったもの
　ロ‘．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、

　　乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの

2　次の各号に掲げるものは、規則第2条第7号の「国土交通大臣
が特に必要と認めて報告を指示したもの」の例とする。

　イ．20人以上の軽傷者を生じたもの
　ロ．鉄道の橋脚、架線等を損傷し、鉄道の運行を3時間以上停止
　　させたもの
　ハ．高速自動車国道又は指定自動車専用道路等を3時間以上通行
　　止めにしたもの
　二．10台以上の多重衝突を生じたもの
　ホ．飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等薬物の乱用、
　　居眠り等悪質な法令違反により事故を生じたもの
・へ．車輪の脱落、トレーラの離脱等、他の交通に対して危害を及

　　ぼすおそれがある故障を生じたもの（1に該当するものを除く

　　。）

3　報告書の提出
　運輸支局長（神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局陸運事務所長
を含む。以下同じ。）は、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送
事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く。）、特定第二種貨物利用
運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法（昭和
二十六年法律第百八十五号）第五十条に規定する整備管理者を選任
しなければならない自家用自動車の使用者（以下、r事業者等」と

定めたから、今後はこれによられたい。
　なお、「自動車事故報告書等の取扱について」（昭和31年4月
13目付け自車第208号〉及びr自動車事故報告規則の一部改正
、について」（昭和38年6月4目付け自車第393号）は廃止する。

自動車事故報告書等の取扱要領

別添

1　自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号。以下「規
則」という。）第2条第6号に規定するr自動車の装置の故障によ
り、自動車が運行できなくなったもの」とは次に掲げるものをいう。
　イ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、
　　運行を再開することができなかったもの
　ロ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、
　　乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの

2　次の各号に掲げるものは、規則第2条第7号の「国土交通大臣
が特に必要と認めて報告を指示したもの」の例とする。

　イ．20人以上の軽傷者を生じたもの
　ロ．鉄道の橋脚、架線等を損傷し、鉄道の運行を3時間以上停止
　　させたもの
　ハ．高速自動車国道又は指定自動車専用道路等を3時間以上通行
　　止めにしたもの
　二．10台以上の多重衝突を生じたもの
　ホ．飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等薬物の乱用、
　　居眠り等悪質な法令違反により事故を生じたもの
　へ．車輪の脱落、トレーラの離脱等、他の交通に対して危害を及
　　ぼすおそれがある故障を生じたもの（1に該当するものを除く

　　。）

3　報告書の提出
　運輸支局長（神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局陸運事務所長
を含む。以下同じ。）は、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送
事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く。）及び特定第二種貨物利
用運送事業者並びに道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五
号）・第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家
用自動車の使用者（以下、「事業者等」という。）に規則第2条の
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いう。）に規則第2条の事故があった場合は、規則第3条の自動車
事故報告書（以下r報告書」という。）を事故があった目から30
目以内に提出させること。ただし、事故の規模が大きいと判断され
る場合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該
事故があった目から30目以内であっても報告を督促することがで
きる。

．4　報告書の受理
（1）運輸支局長は、事業者等より規則第3条の報告書の提出があ

　　つたときは、当該報告書について記載事項の記入洩れの有無等
　　の確認を行った後、これを受理すること。

（2）規則第3条に基づき、整備管理者を選任しなければならない
　自家用自動車の使用者に報告書を提出させるのは、整備管理に
　起因する事故を把握するためであるので、事故の原因その他の
　欄の記載については、その点に留意して指導すること。

5　報告書の進達
（1）地方運輸局長への進達
　　運輸支局長は、報告書を受理した場合、1通を控とし、2通を
報告書を受理した目から15目以内に地方運輸局長（沖縄総合事
務局長を含む．以下同じ。）に進達すること。

（2）国土交通大臣への進達
　　地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書を1通を
控とし、1通を報告書を受理した目から10日以内に国土交通大

　臣に進達すること。
　　なお、地方運輸局長は、必要があると認めた場合は、当該事故
　に対する意見、当該事故に基づいて実施した又は実施予定の事故
　防止対策を添えて報告すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司

6　報告書の集計
（1）地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書の集計
　及び報告については、別に定める方法によりこれを実施するこ
　　と。

（2）地方運輸局長は、前項の集計結果を事業者等の関係者への指
　　導、監督等に活用し、事故防止を図ること。

7　報告書の保管

事故があった場合は、規則第3条の自動車事故報告書（以下r報告
書」という。）を事故があった目から30目以内に提出させること。
ただし、事故の規模が大きいと判断される場合又は事故の社会的影
響が大きいと判断される場合には、当該事故があった目から30目
以内であっても報告を督促することができる。

4報告書の受理
（1）運輸支局長は、事業者等より規則第3条の報告書の提出があ
　　つたときは、当該報告書について記載事項の記入洩れの有無等
　　の確認を行った後、・これを受理すること。・

（2）規則第3条に基づき、整備管理者を選任しなければならない
　自家用自動車の使用者に報告書を提出させるのは、整備管理に
　起因する事故を把握するためであるので、事故の原因その他の
　欄の記載については、その点に留意して指導すること。

5　報告書の進達
（1）地方運輸局長への進達
　運輸支局長は～報告書を受理した場合、1通を控とし、2通を
報告書を受理した目から15目以内に地方運輸局長（沖縄総合事
務局長を含む．以下同じ。）に進達すること。

（2）国土交通大臣への進達
　　地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書を1通を
控とし、1通を報告書を受理した目から10目以内に国土交通大

　臣に進達すること。
　　なお、地方運輸局長は、必要があると認めた場合は、当該事故
　に対する意見、当該事故に基づいて実施した又は実施予定の事故
　防止対策を添えて報告すること。

6　報告書の集計
（1）地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書の集計

　及び報告については、別に定める方法によりこれを実施するこ
　　と。

（2）地方運輸局長は、前項の集計結果を事業者等の関係者への指
　　導、監督等に活用し、事故防止を図ること。

7　報告書の保管
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　地方運輸局長及び運輸支局長（以下r地方運輸局等」という。）は、

報告書を3年間保管すること。

8　速報
（1）規則第4条のr指示」は、地方運輸局長又は運輸支局長を通じ

　　て行うものとする。
（2）地方運輸局長等は、規則第4条の規定に基づく速報（以下r速
　　報」という。）のほか、事故の規模が大きいと判断される場合
　　又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該事
　　故の概要について直ちに国土交通大臣に対し報告すること。
（3）地方運輸局長等は、速報の受理、報告その他の取扱いに関す

　　る体制を整備し、当該取扱いについて関係職員に対し周知徹底
　　しておくこと。

9　実地調査
　地方運輸局長等は、速報又は報告書の提出を受けた事故の被害が
著しく大きい場合、事故の社会的影響が大きいと判断される場合、
速報又は報告書の内容に不明確な点がある場合など調査を行う必要
があると認めたときは、別表1の事故実地調査要領を参考に実地調
査を行うこと。この場合には、実地調査の結果は当該報告書に添付
して進達すること。

10　事故警報
　地方運輸局長は、類似の事故で被害の著しく大きい事故が発生す
るおそれがあると判断されるとき、又は地理的、季節的条件等の誘
因により事故が頻発するおそれがあると判断されるときは、速やか
に、規則第5条の規定により、事故防止対策を定め、事業者等にこ
れを周知させること。
　また、地方運輸局長は、事故警報を発令したときは、速やかにそ
の内容を国土交通大臣に報告するとともに、他の地方運輸局長に通
報すること。

11　運転者の健康状態に起因する事故
　規則第2条第5号に該当する事故が発生した場合には、別表2に
掲げる調査事項を調査のうえ提出させるよう事業者等を指導すうこ
と。

12　車両故障に起因する事故

　地方運輸局長及び運輸支局長（以下r地方運輸局等」という。）は、

報告書を3年間保管すること。

8　速報
（1）規則第4条のr指示」は、地方運輸局長又は運輸支局長を通じ
　　て行うものとする。
（2）地方運輸局長等は、規則第4条の規定に基づく速報（以下「速
　　報」という。）のほか、事故の規模が大きいと判断される場合
　　又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該事
　　故の概要について直ちに国土交通大臣に対し報告すること。
（3）地方運輸局長等は、速報の受理、報告その他の取扱いに関す

　　る体制を整備し、当該取扱いについて関係職員に対し周知徹底
　　しておくこと。

9　実地調査
　地方運輸局長等は、速報又は報告書の提出を受けた事故の被害が
著しく大きい場合、事故の社会的影響が大きいと判断される場合、
速報又は報告書の内容に不明確な点がある場合など調査を行う必要
があると認めたときは、別表1の事故実地調査要領を参考に実地調
査を行うこと。この場合には、実地調査の結果は当該報告書に添付
して進達すること。

10　事故警報
　地方運輸局長は、類似の事故で被害の著しく大きい事故が発生す
るおそれがあるど判断されるとき、又は地理的、季節的条件等の誘
因により事故が頻発するおそれがあると判断されるときは、速やか
に、規則第5条の規定により、事故防止対策を定め、事業者等にこ
れを周知させること。
　また、地方運輸局長は、事故警報を発令したときは、速やかにそ
の内容を国土交通大臣に報告するとともに、他の地方運輸局長に通
報すること。

11　運転者の健康状態に起因する事故
　規則第2条第5号に該当する事故が発生した場合には、別表2に
掲げる調査事項を調査のうえ提出させるよう事業者等を指導するこ
と。

12　車両故障に起因する事故
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（1）運輸支局長は、規則第3条第2項の添付書面（タイヤのパ
　ンク、バッテリー不具合及び灯火装置の不点灯（ヒューズ切
　れを含む。）の場合は添付を要しない。）等は別表3によるよ
　う事業者等を指導すること。また、必要に応じて、事業者等
　に対し自・動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付させ
　るよう指導すること。
（2）地方運輸局長は、規則第2条第6号に該当する事故で被害
　が大きい場合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場
　合には、次の事項を直ちに自動車交通局長に報告すること。
　また、この場合において、地方運輸局長は類似の事故が発生
　するおそれがあると認めるときは、事故発生防止対策の迅速
　化を図るため、自動車交通局長に報告した事項を他の地方運
　輸局長に適当な方法により、速やかに通報すること。
　　①　当該事故の概要及び原因
　　②・当該自動車の車名、型式、初度登録年又は初度検査年、
　　　車体の形状及び自動車検査証の有効期間
　　③．別表1中第4第4項の事項
　　なお、運輸支局長は、車両故障に起因する事故が発生した
　場合において、’当該報告者から破損又は脱落した部品の提供
　があった場合には、調査の必要に応じ当該部品を地方運輸局

　長に送付すること。
　　地方運輸局長は、当該部品についてさらに調査の必要があ
　．ると認めた場合には、当該部品を自動車交通局長に送付する

　こと。

13　報告書の提出洩れの防止
　（1）地方運輸局長等は、監査、研修、運行管理者及び整備管理
　　者の選任等の届出の受理の際等、機会あるごとに、規則第3
　　　条の規定による報告書の提出が確実になされるよう事業者等
　　　を指導すること。
　（2）自動車運送事業用自動車が死亡事故及び重傷事故を引き起
　　　こした場合には、警察庁との協議により、警視総監又は道府
　　　県警察本部長から運輸支局長あて次の様式により通報される
　　　こととなっているので、報告書の提出洩れの防止を図るため
　　　相互に密接な情報交換を行うこと。，

事業用自動車の死亡、重傷事故

（1’）運輸支局長は、規則第3条第2項の添付書面（タイヤのパ
　ンク、バッテリー不具合及び灯火装置の不点灯（ヒューズ切
　れを含む。）の場合は添付を要しない。）等は別表3によるよ
　う事業者等を指導すること。また、必要に応じて、事業者等
　に対し自動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付させ
　るよう指導すること。
（2）地方運輸局長は、規則第2条第6号に該当する事故で被害
　が大きい場合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場
　合には、次の事項を直ちに自動車交通局長に報告すること。
　また、この場合において、地方運輸局長は類似の事故が発生
　するおそれがあると認めるときは、事故発生防止対策の迅速
　化を図るため、自動車交通局長に報告した事項を他の地方運
　輸局長に適当な方法により、速やかに通報すること。
　　①　当該事故の概要及び原因
　　②　当該自動車の車名、型式、初度登録年又は初度検査年、
　　　車体の形状及び自動車検査証の有効期間
　　③別表1中第4第4項の事項
　　なお、運輸支局長は、車両故障に起因する事故が発生した
　場合において、当該報告者から破損又は脱落した部品の提供
　があった場合には、調査の必要に応じ当該部品を地方運輸局
　長に送付すること。
　　地方運輸局長は、当該部品にづいてさらに調査の必要があ
　ると認めた場合には、当該部品を自動車交通局長に送付する
　こと。

13　報告書の提出洩れの防止
　（1）地方運輸局長等は、監査、研修、運行管理者及び整備管理
　　者の選任等の届出の受理の際等、機会あるごとに、規則第3
　　条の規定による報告書の提出が確実になされるよう事業者等
　　　を指導すること。
　（2）自動車運送事業用自動車が死亡事故及び重傷事故を引き起
　　　こした場合には、警察庁との協議により、警視総監又は道府

　　　県警察本部長から運輸支局長あて次の様式により通報される
　　　こととなっているので、報告書の提出洩れの防止を図るため
　　　相互に密接な情報交換を行うこと。

事業用自動車の死亡、重傷事故
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